
【参照条文等】 

 

〇 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和 32年・厚生省令第 15号) 

（看護） 

第 11 条の２ 保険医療機関は、その入院患者に対して、患者の負担により、

当該保険医療機関の従業者以外の者による看護を受けさせてはならない。 

２ 保険医療機関は、当該保険医療機関の従業者による看護を行うため、従業

者の確保等必要な体制の整備に努めなければならない。 

 

 

〇 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」

（令和６年３月５日保医発 0305第５号）（抄） 

別添２ 入院基本料等の施設基準等 

 

第２ 病院の入院基本料等に関する施設基準 

 

(６) 看護の実施は、次の点に留意する。 

ア 看護は、当該保険医療機関の看護要員のみによって行われるものであり、

当該保険医療機関において患者の負担による付添看護が行われてはならな

い。ただし、患者の病状により、又は治療に対する理解が困難な小児患者又

は知的障害を有する患者等の場合は、医師の許可を得て家族等患者の負担に

よらない者が付き添うことは差し支えない。なお、患者の負担によらない家

族等による付添いであっても、それらが当該保険医療機関の看護要員による

看護を代替し、又は当該保険医療機関の看護要員の看護力を補充するような

ことがあってはならない。 

イ～オ （略） 
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